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各 位 
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株主からの提訴請求に関するお知らせ 

 

当社は、昨日、当社の株主から当社監査等委員宛てに送付された「取締役に対する訴え提起請求書」（以

下、「本提訴請求書」といいます）を受領しましたので、お知らせいたします。 

本提訴請求書では、当社の旧取締役６名に対して、2017年度に実施された「製造・検査業務のコンプライ

アンスに関する総点検」において、断路器に関して実施する商用周波耐電圧試験及び開閉試験を顧客との協

議なしに省略していたという問題が報告されていたにもかかわらず、その後適切な事後対応が採られなかっ

たこと（詳細は、2024年９月19日に公表した「調査・検証委員会による追加報告書ならびに最終報告書受領

について」を参照）につき、善管注意義務に違反したとして、総額25億5000万円及びこれに対する遅延損害

金の賠償を求める責任追及の訴えを提起するよう請求されております。 

当社は、本提訴請求書の内容を精査の上、今後の対応を検討いたします。 

今後、当社が責任追及の訴えを提起するか否かにつき決定したときは、速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 


